
 

 

京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年６月１０日京都市条例第   号） 

（行財政局税務部税制課） 

  地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が公布されたこと

に伴い，次のとおり必要な措置を講じることとしました。 

 １ 個人及び法人の市民税 

    修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正があった場合において，

その修正申告又は増額更正に係る法人の市民税について期限内申告書又は期限後申

告書が提出されており，かつ，当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正があった後に当該修正申告書の提出又は増額更正が

あったときは，当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき税額に達する

までの部分について，延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することと

します。（第９条関係） 

    法人税割の税率について，以下の措置を講じることとします。（第２７条の７並

びに附則第４条の２及び第４条の３関係） 

   ア 法人税割の税率を１００分の６．０（現行１００分の９．７）とします。 

   イ 超過税率を１００分の８．２（現行１００分の１１．９）とします。 

   ウ 超過税率の軽減措置の対象となる法人等（資本金等の額が３００，０００，０

００円以下の法人等で，法人税額が１６，０００，０００円以下のもの（保険業

法に規定する相互会社を除く。）及び中小企業団体の組織に関する法律第３条に

掲げる法人をいう。）について，超過税率を適用して計算した法人税割額から控

除する金額を，当該法人税割額に８．２分の２．２（現行１１．９分の２．２）

を乗じて計算した額に相当する額とします。 

    平成３０年度から平成３４年度までの間の各年度分の個人の市民税に限り，所得

割の納税義務者が前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費が１２，０００円を

超える場合において，前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ってい

るときには，その超える部分の金額（８８，０００円を限度とする。）を総所得金

額等から控除する医療費控除の特例を設けることとします。（附則第４条の４の２

関係） 

    地域再生法の一部を改正する法律（平成２８年法律第３０号）の施行の日から平

成３２年３月３１日までの間に地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してま

３



 

 

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には，当該寄

附金を支出した日を含む事業年度において支出した当該寄附金の額の合計額の１０

０分の１７．１に相当する金額（平成２９年３月３１日までに開始する事業年度に

あっては，１００分の１５に相当する金額）を法人税割額からそれぞれ控除する特

例措置を講じることとします。ただし，当期の法人税割額の１００分の２０に相当

する金額を上限とします。（附則第６条の２関係） 

 ２ 固定資産税及び都市計画税 

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する

一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を次のとおり講じることと

します。（附則第７条関係） 

 ア 太陽光発電設備のうち，電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外である設備及び風力発電設備に

係る固定資産税の課税標準の特例措置について，課税標準をその価格に３分の２

を参酌して２分の１以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定める割

合を乗じて得た額（現行３分の２）とすることとされたことに伴い，当該割合を

３分の２とします。 

 イ 水力発電設備，地熱発電設備及びバイオマス発電設備に係る固定資産税の課税

標準の特例措置について，課税標準をその価格に２分の１を参酌して３分の１以

上３分の２以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額（現

行３分の２）とすることとされたことに伴い，当該割合を２分の１とします。 

    都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により新たに取得

した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計

画税の課税標準の特例措置について，課税標準をその価格に５分の４を参酌して１

０分の７以上１０分の９以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて

得た額（現行５分の４）とすることとされたことに伴い，当該割合を５分の４とし

たうえ，その対象資産の取得期限を平成３０年３月３１日まで延長することとしま

す。（附則第７条関係） 

    平成２９年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日において，新たに農地

法に基づく農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協

議の勧告があった農地となる事情がある土地に係る当該第２年度又は第３年度の固



 

 

定資産税の課税標準は，地目の変換等に類する特別の事情があるものとみなして算

定することとします。（附則第８条の３及び第８条の４関係） 

 ３ 軽自動車税 

    軽自動車税として環境性能割を次のとおり創設することとします。 

   ア 課税客体は，道路運送車両法に規定する軽自動車（軽自動車に付加して一体と

なっている物を含む。）のうち，３輪以上のものとします。（第６７条の２関

係） 

   イ 納税義務者は，３輪以上の軽自動車の取得者とします。（第６８条関係） 

   ウ 課税標準は，３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として算定し

た金額とし，免税点は５００，０００円とします。（第６９条の２及び第６９条

の４関係） 

   エ 環境性能割の税率を次のとおりとします。（第６９条の３関係） 

 ( ア ) 次に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの １００分の１ 

 ａ 乗用車のうち，次のいずれにも該当するもの 

( ａ ) 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること 

( ｂ ) 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと 

( ｃ ) エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと 

 ｂ 車両総重量が２．５トン以下のトラックのうち，次のいずれにも該当する

もの 

( ａ ) 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること 

( ｂ ) 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと 

( ｃ ) エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分

の１１５を乗じて得た数値以上であること 

 ( イ ) ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（乗用車又は車両総重量が２．５ト

ン以下のトラックに限る。）であって，次のいずれにも該当するもの（エ( ア )の

適用を受けるものを除く。） １００分の２ 

 ａ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること 



 

 

 ｂ 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の４分の１を超えないこと 

 ｃ エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の 

１１０を乗じて得た数値以上であること 

 ( ウ ) エ( ア )及びエ( イ )の適用を受ける３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動

車 １００分の３ 

 オ 徴収は，申告納付の方法により行い，環境性能割の納税義務者は，次に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ，それぞれ次に掲げる時又は日までに，申告書

を市長に提出するとともに，その申告に係る環境性能割額を京都市に納付するこ

ととします。（第６９条の５及び第６９条の６関係） 

( ア ) 車両番号の指定を受ける３輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時 

( イ ) ( ア )に掲げる３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動車で，自動車検査

証の記入を受けるべき３輪以上の軽自動車 当該記入を受けるべき事由があっ

た日から１５日を経過する日（その日前に当該記入を受けたときは，当該記入

の時） 

( ウ ) ( ア )及び( イ )に掲げる３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動車 当該３

輪以上の軽自動車の取得の日から１５日を経過する日 

 カ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は，次に定めるところによるものとします。 

( ア ) ( イ )に定めるもののほか，軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は，当分の間，

京都府が，自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行う。（附則第１６条

の４の２関係） 

( イ ) 軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は，当分の間，定置場所在の道

府県の知事が行う。（附則第１６条の４の３関係） 

 キ 軽自動車税の環境性能割の申告等は，次に定めるところによるものとします。 

(ア) 軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は，当分の間，自動車税の環境性能

割の申告の例により，京都府知事にしなければならない。（附則第１６条の４

の４関係） 

(イ) 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は，当分の間，自動車税の環境性能割

に係る地方団体の徴収金の納付の例により，軽自動車税の環境性能割に係る地

方団体の徴収金を京都府に納付しなければならない。（附則第１６条の４の５



 

 

関係） 

 ク 営業用の３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率を，当分の間，

次のとおりとします。（附則第１６条の４の６関係） 

( ア ) エ( ア )に掲げる３輪以上の軽自動車 １００分の０．５ 

( イ ) エ( イ )に掲げる３輪以上の軽自動車 １００分の１ 

( ウ ) エ( ウ )に掲げる３輪以上の軽自動車 １００分の２ 

 ケ 自家用の３輪以上の軽自動車でエ( ウ )に掲げるものに対して課する環境性能割の

税率を，当分の間，１００分の２とします。（附則第１６条の４の６関係） 

 コ 現行の軽自動車税を種別割とするほか，所要の規定の整備を行うこととします。 

   平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に最初の道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定に基づく車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に

対する平成２９年度分の種別割について，次のとおり特例措置を講じることとしま

す。（附則第１６条の５関係） 

 ア 電気軽自動車及び平成２１年天然ガス車基準に適合し，かつ，窒素酸化物の排

出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えない天然ガス軽自動

車について，税率の概ね１００分の７５を軽減することとします。 

 イ 次に掲げるガソリン軽自動車について，税率の概ね１００分の５０を軽減する

こととします。 

 ( ア ) 乗用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車

基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであって，エネルギー

消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に１００分の１２０を乗じて

得た数値以上のもの 

 ( イ ) 貨物用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量

車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであって，エネルギ

ー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の１３５を乗じ

て得た数値以上のもの 

 ウ 次に掲げるガソリン軽自動車（イの適用を受けるものを除く。）について，税

率の概ね１００分の２５を軽減することとします。 

 ( ア ) 乗用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車

基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであって，エネルギー



 

 

消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率以上のもの 

 ( イ ) 貨物用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量

車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであって，エネルギ

ー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を乗じ

て得た数値以上のもの 

 ４ その他 

   その他必要な規定の整備を行うこととします。 

   上記１ の改正は平成２９年１月１日から，上記１ 及び３の改正は同年４月１

日から，上記１ の改正は平成３０年１月１日から，上記１ 及び２の改正は公布

の日から施行することとします。 



 

 

 京都市市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２８年６月１０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市税条例等の一部を改正する条例 

（京都市市税条例の一部改正） 

第１条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

目次中「第３節 軽自動車税（第６８条～第８１条の２）」を 

 「 

   第３節 軽自動車税 

    第１款 通則（第６７条の２～第６９条） 

    第２款 環境性能割 

     第１目 課税標準及び税率（第６９条の２～第６９条の４） 

     第２目 申告納付並びに更正及び決定等（第６９条の５～第６９条の１３） 

    第３款 種別割 

     第１目 税率（第７０条） 

     第２目 賦課及び徴収（第７１条～第８１条の２） 

                                       」 

改める。 

  第９条第１項各号列記以外の部分中「（法」の右に「第４５８条第２項，」を加え，

同項第２号中「又は」の右に「第６９条の６第１項，」を加え，同項第３号中「第１９

項又は」の右に「第６９条の６第１項，」を加え，同項第５号中「第９０条第２項」を

「第６９条の７第２項，第９０条第２項」に改め，同項第６号中「第６０１条第３項」

を「第４５８条第２項，第６０１条第３項」に改め，同条第５項中「第３項ただし書」

を「第４項ただし書」に改め，同項を同条第６項とし，同条中第４項を第５項とし，第

３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の場合において，法第３２６条第３項に規定する修正申告書の提出があった

ときは，当該修正申告書の提出により納付すべき税額に係る延滞金の計算の基礎とな

る期間は，同項の定めるところによる。 

  第２７条の７第１項中「１００分の９．７」を「１００分の６」に改める。 

に 
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  第２章第３節中第６８条の前に次の款名及び１条を加える。 

      第１款 通則 

（軽自動車税に関する用語の意義） 

第６７条の２ 軽自動車税において，環境性能割，種別割，軽自動車等，原動機付自転

車，軽自動車，小型特殊自動車又は２輪の小型自動車の用語の意義は，それぞれ法第

４４２条各号に定めるところによる。 

  第６８条第１項を次のように改める。 

 軽自動車税は，３輪以上の軽自動車に対し，当該３輪以上の軽自動車の取得者に環

境性能割によって，軽自動車等に対し，当該軽自動車等の所有者に種別割によって，

その定置場所在地において課する。 

 第６８条第２項を削り，同条第３項本文中「，第１項」を「，前項」に，「その使用

者に対して，軽自動車税」を「当該軽自動車等の使用者に種別割」に改め，同項ただし

書中「もの」を「軽自動車等」に改め，同項を同条第２項とし，同条の次に次の１条を

加える。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第６８条の２ 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保し

ている場合には，軽自動車税の賦課徴収については，買主を前条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」と

いう。）又は軽自動車等の所有者とみなして，軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について，買主の変更があっ

たときは，新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有

者とみなして，軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」と

いう。）が，その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他

運行以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車について，当該販売業者等

が，同項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の

規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）には，当該販売業者等

を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして，環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が，当該３輪以上の軽自動車を法

の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には，当該３輪以上の軽自動車を運行



 

 

の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして，環境性能割を課する。 

第６９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条各号列記以外の部分中

「前条第３項本文」を「第６８条第２項本文」に，「軽自動車税」を「種別割」に改め，

同条の次に次の１款，款名及び目名を加える。 

第２款 環境性能割 

 第１目 課税標準及び税率 

（環境性能割の課税標準） 

第６９条の２ 環境性能割の課税標準は，３輪以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として，法第４５０条で定めるところにより算定した金額（第６９条の４にお

いて「通常の取得価額」という。）とする。 

（環境性能割の税率） 

第６９条の３ 法第４５１条第１項の規定の適用を受けるガソリン軽自動車に対して課

する環境性能割の税率は，１００分の１とする。 

２ 法第４５１条第２項の規定の適用を受けるガソリン軽自動車に対して課する環境性

能割の税率は，１００分の２とする。 

３ 前２項の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車以外の３輪以上の軽自動車に対し

て課する環境性能割の税率は，１００分の３とする。 

４ 第１項及び第２項の規定は，法第４４６条第２項前段に規定する平成２２年度基準

エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。 

（環境性能割の免税点） 

第６９条の４ 通常の取得価額が５００，０００円以下である３輪以上の軽自動車に対

しては，環境性能割を課さない。 

       第２目 申告納付並びに更正及び決定等 

（環境性能割の徴収の方法） 

第６９条の５ 環境性能割の徴収については，申告納付の方法による。 

（環境性能割の申告納付） 

第６９条の６ 環境性能割の納税義務者は，法第４５４条第１項に規定する環境性能割

の課税標準額，環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書（次条において「申

告書」という。）を市長に提出するとともに，その申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。 



 

 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は，法第４５４

条第２項に規定する報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割の期限後申告及び修正申告納付） 

第６９条の７ 申告書を提出すべき者は，申告書の提出期限後においても，第６９条の

１１第１項の規定による通知があるまでの間は，前条第１項の規定により申告納付す

ることができる。 

２ 前条第１項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を

提出した者又は法第４６２条第１項から第３項までの規定による更正若しくは決定を

受けた者は，当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標

準額又は環境性能割額について不足額がある場合には，遅滞なく，修正申告書を市長

に提出するとともに，その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならな

い。 

（環境性能割の納付の方法） 

第６９条の８ 環境性能割の納税義務者は，前２条の規定により環境性能割額を納付す

る場合には，当該環境性能割額に相当する現金をもって納付することができる。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第６９条の９ 市長は，環境性能割の納税義務者が第６９条の６の規定により申告し，

又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には，

その者に対し，１００，０００円以下の過料を科する。 

（環境性能割の減免） 

第６９条の１０ 市長は，天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免

を必要とすると認める者その他特別の事情がある者と認めるときは，当該環境性能割

を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項について

は，市長が定める。 

（環境性能割の更正及び決定） 

第６９条の１１ 市長は，法第４６２条第１項又は第３項の規定による環境性能割に係

る更正を行い，又は同条第２項の規定による決定をしたときは，直ちにその旨を記載

した通知書を発する。 

２ 不足税額（前項の更正による不足税額又は決定による税額をいう。次条において同



 

 

じ。）の納期限は，前項の通知書を発した日から１月を経過する日とする。 

（環境性能割の不足税額に係る延滞金の減免） 

第６９条の１２ 市長は，納税者が前条第１項に規定する更正又は決定を受けたことに

ついてやむを得ない理由があると認める場合には，法第４６３条第２項に規定する延

滞金額を減免する。 

２ 前項の規定による延滞金額の減免を受けようとする者は，当該更正又は決定通知書

に指定された納期限までに，その旨その他必要な事項を記載した書面に前項の理由を

証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金額等の決定の通知等） 

第６９条の１３ 市長は，法第４６３条の３第１項の規定により徴収すべき過少申告加

算金額，同条第２項の規定により徴収すべき不申告加算金額又は法第４６３条の４第

１項若しくは第２項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には，直ちに，

その旨を記載した通知書を発する。 

２ 前項の過少申告加算金額，不申告加算金額又は重加算金額の納期限は，前項の通知

書を発した日から１月を経過した日とする。 

      第３款 種別割 

       第１目 税率 

  第７０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条各号列記以外の部分中

「軽自動車税の税率は，次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽

自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め，同条第２号ウ( ウ )を次のように改める。 

    (ウ) ４輪以上のもの 

 ａ 乗用のもの 

 

 (ａ) 営業用               年額      ６，９００円 

 (ｂ) 自家用               年額     １０，８００円 

 ｂ 貨物用のもの 

 (ａ) 営業用               年額      ３，８００円 

 (ｂ) 自家用               年額      ５，０００円 

第７０条の次に次の目名を付する。 

       第２目 賦課及び徴収 

  第７１条から第７３条までの規定（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」

に改める。 

  第７４条の見出し及び同条第１項前段中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条第



 

 

３項中「第６８条第２項」を「第６８条の２第１項」に，「当該軽自動車税」を「当該

種別割」に改める。 

  第７５条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条第１項中「第６８条第

２項」を「第６８条の２第１項」に改める。 

  第７６条第２項本文中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に，「軽自動車

税」を「種別割」に改め，同項ただし書中「第６８条第３項本文」を「第６８条第２項

本文」に，「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

  第７８条第１項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同条第２項中

「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

  第８１条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条第１項各号列記以外の

部分中「一」を「いずれか」に，「軽自動車税」を「種別割」に，「但し」を「ただ

し」に改め，同条第２項中「因り」を「より」に，「軽自動車税」を「種別割」に改め，

同条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第８１条の２（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

  附則第４条の２中「１００分の１１．９」を「１００分の８．２」に改める。 

  附則第４条の３第１項各号列記以外の部分中「１１．９分の２．２」を「８．２分の

２．２」に改める。 

  附則第４条の４の次に次の１条を加える。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第４条の４の２ 所得割の納税義務者が，法附則第４条の４第１項前段に規定する特定

一般用医薬品等購入費を支払った場合における第２７条第２項の規定の適用について

は，法附則第４条の４第３項に規定するところによる。 

  附則第６条の次に次の１条を加える。 

（法人の市民税の特定寄附金税額控除） 

第６条の２ 法人が，法附則第８条の２の２第１項に規定する特定寄附金を支出した場

合には，同条第７項又は第９項に規定する法人税割額から，それぞれ同条第７項又は

第９項に規定するところにより控除すべき金額を控除する。 

附則第７条第１項第２号中「及び第３号」を「，第３号及び第３３項第２号」に改め，

同項第３号中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５条第２項第７号」に改め，

同項第５号中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３３項第１号，第３６項」



 

 

に改め，同項に次の１号を加える。 

  法附則第１５条第４２項 ５分の４ 

附則第８条の２の次に次の見出し及び２条を加える。 

（平成２９年度以降の勧告遊休農地の価格の特例） 

第８条の３ 平成２９年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日（平成２９年度

にあっては，当該年度に係る賦課期日以前）において，新たに勧告遊休農地（農地の

うち農地法第３６条第１項の規定による勧告があったものをいう。以下この条及び次

条において同じ。）となり，又は勧告遊休農地であった土地が勧告遊休農地以外の農

地となる事情がある土地に係る課税標準については，第４２条第２項第１号に掲げる

事情があるものとみなして，法附則第１７条の３に定めるところによる。 

第８条の４ 賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画

税については，附則第１０条及び第１５条の規定は，適用しない。 

 附則第１６条の４の次に次の５条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１６条の４の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は，当分の間，京都府が，自動

車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１６条の４の３ 市長は，当分の間，第６９条の１０の規定にかかわらず，京都府知

事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして別に市長が定める

３輪以上の軽自動車に係る環境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告等の特例） 

第１６条の４の４ 軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は，当分の間，京都府知事

に対してしなければならない。 

（軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等） 

第１６条の４の５ 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は，当分の間，軽自動車税の

環境性能割に係る徴収金を京都府に納付しなければならない。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１６条の４の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第６９条の３の規定の適用に

ついては，当分の間，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 



 

 

第６９条の３第１項 １００分の１ １００分の０．５ 

第６９条の３第２項 １００分の２ １００分の１ 

第６９条の３第３項 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第６９条の３第３項の規定の適用については，

当分の間，同項中「１００分の３」とあるのは，「１００分の２」とする。 

附則第１６条の５を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条の５ 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が同項に規定する初回車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指

定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割に係る第７０条の規定の適用については，当分の間，次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

  第７０条第２号ウ( イ ) ３，９００円 ４，６００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ａ ) ６，９００円 ８，２００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ｂ ) １０，８００円 １２，９００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ａ ) ３，８００円 ４，５００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ｂ ) ５，０００円 ６，０００円 

２ 法附則第３０条第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対する第７０条の規定の適

用については，当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成２９年度分の軽自動車税の種別割

に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

  第７０条第２号ウ( イ ) ３，９００円 １，０００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ａ ) ６，９００円 １，８００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ｂ ) １０，８００円 ２，７００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ａ ) ３，８００円 １，０００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ｂ ) ５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第４項に規定するガソリン軽自動車のうち３輪以上のものに対する

第７０条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成２９

年度分の軽自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 



 

 

  第７０条第２号ウ( イ ) ３，９００円 ２，０００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ａ ) ６，９００円 ３，５００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ｂ ) １０，８００円 ５，４００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ａ ) ３，８００円 １，９００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ｂ ) ５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第５項に規定するガソリン軽自動車のうち３輪以上のものに対する

第７０条の規定の適用については，当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成２９年度分の

軽自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  第７０条第２号ウ( イ ) ３，９００円 ３，０００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ａ ) ６，９００円 ５，２００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ａ( ｂ ) １０，８００円 ８，１００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ａ ) ３，８００円 ２，９００円 

 第７０条第２号ウ( ウ )ｂ( ｂ ) ５，０００円 ３，８００円 

  附則第２６条の見出し中「軽自動車税」の右に「の種別割」を加え，同条中「他の軽

自動車」を「他の３輪以上の軽自動車」に改め，「軽自動車税」の右に「の種別割」を

加える。 

（京都市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 京都市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年６月１９日京都市条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４条の見出し中「軽自動車税」の右に「の種別割」を加え，同条第２項表以外

の部分中「軽自動車税」の右に「の種別割」を加え，「係る改正後の条例」を「係る京

都市市税条例」に，「掲げる改正後の条例」を「掲げる同条例」に改め，同項の表を次

のように改める。 

第７０条第２号ウ(イ) ３，９００円 ３，１００円 

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ａ) ６，９００円 ５，５００円 

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ｂ) １０，８００円 ７，２００円 

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ａ) ３，８００円 ３，０００円 

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ｂ) ５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条の５第１項      第７０条 京都市市税条例の一部を

改正する条例（平成２６

年６月１９日京都市条例 



 

 

  第１５号。以下この項に

おいて「平成２６年改正

条例」という。）附則第

４条第２項の規定により

読み替えて適用される第

７０条 

附則第１６条の５第１項

の表第７０条第２号ウ(イ)

の項 

第７０条第２号ウ(イ) 平成２６年改正条例附則

第４条第２項の規定によ

り読み替えて適用される

第７０条第２号ウ(イ) 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条の５第１項

の表第７０条第２号ウ(ウ)

ａ(ａ)の項 

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ａ) 平成２６年改正条例附則

第４条第２項の規定によ

り読み替えて適用される

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ａ) 

６，９００円 ５，５００円 

附則第１６条の５第１項

の表第７０条第２号ウ(ウ)

ａ(ｂ)の項 

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ｂ) 平成２６年改正条例附則

第４条第２項の規定によ

り読み替えて適用される

第７０条第２号ウ(ウ)ａ(ｂ) 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条の５第１項

の表第７０条第２号ウ(ウ)

ｂ(ａ)の項 

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ａ) 平成２６年改正条例附則

第４条第２項の規定によ

り読み替えて適用される

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ａ) 

３，８００円 ３，０００円 

附則第１６条の５第１項

の表第７０条第２号ウ(ウ)

ｂ(ｂ)の項 

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ｂ) 平成２６年改正条例附則

第４条第２項の規定によ

り読み替えて適用される

第７０条第２号ウ(ウ)ｂ(ｂ) 

５，０００円 ４，０００円 

（京都市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年６月５日京都市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４条第７項前段中「，改正後の条例」を「，京都市市税条例」に，「（改正後

の条例」を「（同条例」に改め，同項後段中「改正後の条例」を「同条例」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 



 

 

  第１条中第９条（第１項に係る部分を除く。）の改正規定並びに第３条及び次条第

１項の規定 平成２９年１月１日 

  第１条（附則第７条の改正規定，附則第８条の２の次に見出し及び２条を加える改

正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。），第２条並びに次条第４項及

び附則第４条（第２項を除く。） 平成２９年４月１日 

  第１条中附則第４条の４の次に１条を加える改正規定及び次条第３項の規定 平成

３０年１月１日 

（市民税に関する規定の適用区分） 

第２条 第１条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条例」という。）

第９条第３項の規定は，前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に改正後の条例第９条

第１項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

２ 改正後の条例附則第６条の２の規定は，地域再生法の一部を改正する法律（平成２８

年法律第３０号）の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に

終了する連結事業年度分の法人の市民税について適用する。 

３ 改正後の条例附則第４条の４の２の規定は，平成３０年度分の個人の市民税から適用

する。 

４ 改正後の条例第２７条の７並びに附則第４条の２及び第４条の３第１項の規定は，平

成２９年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連

結事業年度分の法人の市民税について適用し，同日前に開始した事業年度分の法人の市

民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については，なお従前の例に

よる。 

（固定資産税に関する規定の適用区分） 

第３条 改正後の条例附則第８条の３及び第８条の４の規定は，平成２９年度分の固定資

産税から適用する。 

２ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第１条第３

号に掲げる規定の施行の日から平成２８年３月３１日までの間に新たに取得された地方

税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）附則第３条第２項に規定

する旧法附則第１５条第３３項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税につ

いては，なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 



 

 

第４条 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，平成２９年４月

１日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

いて適用する。 

２ 改正後の条例附則第１６条の４の３に規定する軽自動車税の環境性能割を減免する軽

自動車の指定に関し必要な手続その他の行為は，平成２９年４月１日前においても行う

ことができる。 

３ 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は，平成２９年度分の軽自動

車税の種別割から適用し，平成２８年度分までの軽自動車税については，なお従前の例

による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第５条 改正後の条例附則第８条の３及び第８条の４の規定は，平成２９年度分の都市計

画税から適用する。 

（行財政局税務部税制課） 


